
（改正後） 

第一号様式（第五条） 

 その一 

（表） 

 
受付印 

 

 
業務核都市県税不均一課税に関する届出書 

（不動産取得税）       

年  月  日  

 千葉県  県税事務所長 様 

所  在  地           

名 称 及 び                 
代表者の氏名          

 千葉県業務核都市県税不均一課税条例第４条の規定により、次のとおり届け出ま

す。 

（
設
置
に
係
る
中
核
的
民
間
施
設
） 

不 

均 

一 

課 

税 

の 

要 

件 
 

同意基本構想 名称  公表日  
中核的民間施設の名称  
所 在 地  
事業の用に供する年月日       年   月   日 

規
模
要
件 

構 成 施 設 の 名 称 減価償却資産の取得価額の合計額 
 円  
 円  
 円  

計 円  

構
成
割
合 

 

対
象
施
設
の 

区 分 
対象施設に含
まれる部分 

① 
対象施設に含
まれない部分 

② 
 ① 

①＋②  

家 屋 ㎡ ㎡ ％ 

構 築 物 円 円 ％ 

利 用の 形態  
風俗営業の許可又は性風俗特殊営業の届出の有無 有 ・ 無 

不
均
一
課
税
に
係
る
不
動
産 

家 
 
 
 

屋 

所      在 家屋番号 種 類 構 造 床 面 積 
    ・ ㎡ 

    ・ ㎡ 
    ・ ㎡ 
取得年月日 年  月  日 取得の原因及

び使用目的 
 

取 得 価 額 円 

土 
 
 
 

地 

所 在 地 番 地 目 地 積 
   ・ ㎡ 
   ・ ㎡ 
   ・ ㎡ 

取得年月日 年  月  日 
取得の原因及
び使用目的 

 

取 得 価 額 円 
家屋の建設に
着手した日 

年  月  日 

 備 考 

（改正前） 

第一号様式（第三条） 

その一 

（表） 

 
受付印 

 

 
業務核都市県税不均一課税に関する届出書 

（不動産取得税）       

年  月  日  

 千葉県  県税事務所長 様 

所  在  地           

名 称 及 び                 
代表者の氏名        ○印   

 千葉県業務核都市県税不均一課税条例第４条の規定により、次のとおり届け出ま

す。 

（
設
置
に
係
る
中
核
的
民
間
施
設
） 

不 

均 

一 

課 

税 

の 

要 

件 
 

同意基本構想 名称  公表日  
中核的民間施設の名称  
所 在 地  
事業の用に供する年月日       年   月   日 

規
模
要
件 

構 成 施 設 の 名 称 減価償却資産の取得価額の合計額 
 円  
 円  
 円  

計 円  

構
成
割
合 

 

対
象
施
設
の 

区 分 
対象施設に含
まれる部分 

① 
対象施設に含
まれない部分 

② 
 ① 

①＋②  

家 屋 ㎡ ㎡ ％ 

構 築 物 円 円 ％ 

利 用の 形態  
風俗営業の許可又は性風俗特殊営業の届出の有無 有 ・ 無 

不
均
一
課
税
に
係
る
不
動
産 

家 
 
 
 

屋 

所      在 家屋番号 種 類 構 造 床 面 積 
    ・ ㎡ 

    ・ ㎡ 
    ・ ㎡ 
取得年月日 年  月  日 取得の原因及

び使用目的 
 

取 得 価 額 円 

土 
 
 
 

地 

所 在 地 番 地 目 地 積 
   ・ ㎡ 
   ・ ㎡ 
   ・ ㎡ 

取得年月日 年  月  日 
取得の原因及
び使用目的 

 

取 得 価 額 円 
家屋の建設に
着手した日 

年  月  日 

 備 考 



（改正後） 

第一号様式（第五条） 

（裏） 

 注 

１ この届出書は、一の中核的民間施設ごとに記載すること。 

２ 「構成施設の名称」の欄には、多極分散型国土形成促進法施行令第７条に規定す

る施設に該当するもので次の３で規定する取得価額の合計額が１億円を超えるもの

を記載すること。 

３ 「減価償却資産の取得価額の合計額」の欄に記載する不均一課税の対象となる中

核的民間施設を構成する構成施設の用に供する減価償却資産は、法人税法施行令第

13条第１号及び第２号に掲げるものに限ること。 

４ 「対象施設の構成割合」の「対象施設」とは前掲２の全ての施設をいい、家屋に

あっては機械室、廊下、階段その他共用に供されるべき部分の床面積を除いた床面

積を記載し、構築物にあっては法人税法施行令第13条第２号に掲げる減価償却資産

の取得価額の合計額を記載すること。 

５ 「利用の形態」の欄は、会員等一般の利用客に比べ有利な条件で当該施設を利用

する権利を有する者が存する施設にあってはその概略を記載することとし、それ以

外の施設にあっては記載を要しないこと。 

６ 「家屋の建設に着手した日」の欄には、当該家屋の敷地においてその建設に必要

な
やり

遣形、根切り又は
くい

杭打ちのいずれかの工事が最初に行われた日を記載すること。 

７ この届出書には、次の書類を添付すること。 

(１) 当該施設が同意基本構想に係る中核的民間施設であることを証する書類 

(２) 税務官署に提出した当該中核的民間施設に係る「減価償却資産の償却額の計

算に関する明細書」の写し 

(３) 売買契約書の写しその他所有権移転の日が確認できる書類の写し 

(４) 中核的民間施設に係る家屋全体の平面図（不均一課税の対象となる資産を明

示するものであること。） 

(５) 付表 

 

 

 

 

 

（改正前） 

第一号様式（第三条） 

（裏） 

 注 

１ この届出書は、一の中核的民間施設ごとに記載すること。 

２ 「構成施設の名称」の欄には、多極分散型国土形成促進法施行令第７条に規定す

る施設に該当するもので次の３で規定する取得価額の合計額が１億円を超えるもの

を記載すること。 

３ 「減価償却資産の取得価額の合計額」の欄に記載する不均一課税の対象となる中

核的民間施設を構成する構成施設の用に供する減価償却資産は、法人税法施行令第

13条第１号及び第２号に掲げるものに限ること。 

４ 「対象施設の構成割合」の「対象施設」とは前掲２のすべての施設をいい、家屋

にあっては機械室、廊下、階段その他共用に供されるべき部分の床面積を除いた床

面積を記載し、構築物にあっては法人税法施行令第13条第２号に掲げる減価償却資

産の取得価額の合計額を記載すること。 

５ 「利用の形態」の欄は、会員等一般の利用客に比べ有利な条件で当該施設を利用

する権利を有する者が存する施設にあってはその概略を記載することとし、それ以

外の施設にあっては記載を要しないこと。 

６ 「家屋の建設に着手した日」の欄には、当該家屋の敷地においてその建設に必要

な
やり

遣形、根切り又は
くい

杭打ちのいずれかの工事が最初に行われた日を記載すること。 

７ この届出書には、次の書類を添付すること。 

(１) 当該施設が同意基本構想に係る中核的民間施設であることを証する書類 

(２) 税務官署に提出した当該中核的民間施設に係る「減価償却資産の償却額の計

算に関する明細書」の写し 

(３) 売買契約書の写しその他所有権移転の日が確認できる書類の写し 

(４) 中核的民間施設に係る家屋全体の平面図（不均一課税の対象となる資産を明

示するものであること。） 

(５) 付表 

 

 

 

 

 



（改正後） 

第一号様式（第五条） 

 その二 

（表） 

 
受付印 

 

 
業務核都市県税不均一課税に関する届出書 

（固定資産税）       

年  月  日  

 千葉県  県税事務所長 様 

所  在  地           

名 称 及 び                 
代表者の氏名          

 千葉県業務核都市県税不均一課税条例第４条の規定により、次のとおり届け出ま

す。 

（
設 

置 

に 

係 

る 

中 

核 

的 

民 

間 

施 

設
） 

不

均

一

課

税

の

要

件 

同意基本構想 名称  公表日  

中核的民間施設の名称  

所 在 地  

事業の用に供する年月日       年   月   日 

規 

模 

要 

件 

構 成 施 設 の 名 称 減価償却資産の取得価額の合計額 

 円  

 円  

 円  

計 円  

構
成
割
合 

 

対
象
施
設
の 

区 分 
対象施設に含
まれる部分 

① 
対象施設に含
まれない部分 

② 
 ① 

①＋②  

家 屋 ㎡ ㎡ ％ 

構 築 物 円 円 ％ 

利 用の 形 態  

風俗営業の許可又は性風俗特殊営業の届出の有無 有 ・ 無 

構
築
物 

 
 
 
 
 

不
均
一
課
税
に
係
る 

種 類 
取    得    価    額 

前年前に取得
したもの ① 

前年中に減少
したもの ② 

前年中に取得
したもの ③ 

計 
①－②＋③ 

     

     

合 計     

取 得年 月 日 年  月  日 
取得の原因及
び 使用 目 的 

 

 備 考 

 

（改正前） 

第一号様式（第三条） 

 その二 

（表） 

 
受付印 

 

 
業務核都市県税不均一課税に関する届出書 

（固定資産税）       

年  月  日  

 千葉県  県税事務所長 様 

所  在  地           

名 称 及 び                 
代表者の氏名        ○印   

 千葉県業務核都市県税不均一課税条例第４条の規定により、次のとおり届け出ま

す。 

（
設 

置 

に 

係 

る 

中 

核 

的 
民 
間 

施 

設
） 

不

均

一

課

税

の

要

件 

同意基本構想 名称  公表日  

中核的民間施設の名称  

所 在 地  

事業の用に供する年月日       年   月   日 

規 

模 

要 

件 

構 成 施 設 の 名 称 減価償却資産の取得価額の合計額 

 円  

 円  

 円  

計 円  

構
成
割
合 

 

対
象
施
設
の 

区 分 
対象施設に含
まれる部分 

① 
対象施設に含
まれない部分 

② 
 ① 

①＋②  

家 屋 ㎡ ㎡ ％ 

構 築 物 円 円 ％ 

利 用の 形 態  

風俗営業の許可又は性風俗特殊営業の届出の有無 有 ・ 無 

構
築
物 

 
 
 
 
 

不
均
一
課
税
に
係
る 

種 類 
取    得    価    額 

前年前に取得
したもの ① 

前年中に減少
したもの ② 

前年中に取得
したもの ③ 

計 
①－②＋③ 

     

     

合 計     

取 得年 月 日 年  月  日 
取得の原因及
び 使用 目 的 

 

 備 考 

 



（改正後） 

第一号様式（第五条） 

（裏） 

 注 

１ この届出書は、一の中核的民間施設ごとに記載すること。ただし、当該中核的民

間施設が二以上の市町村にまたがる場合には、所在の市町村ごとに記載すること。 

２ 「構成施設の名称」の欄には、多極分散型国土形成促進法施行令第７条に規定す

る施設に該当するもので次の３で規定する取得価額の合計額が１億円を超えるもの

を記載すること。 

３ 「減価償却資産の取得価額の合計額」の欄に記載する不均一課税の対象となる中

核的民間施設を構成する構成施設の用に供する減価償却資産は、法人税法施行令第

13条第１号及び第２号に掲げるものに限ること。 

４ 「対象施設の構成割合」の「対象施設」とは前掲２の全ての施設をいい、家屋に

あっては機械室、廊下、階段その他共用に供されるべき部分の床面積を除いた床面

積を記載し、構築物にあっては法人税法施行令第13条第２号に掲げる減価償却資産

の取得価額の合計額を記載すること。 

５ 「利用の形態」の欄は、会員等一般の利用客に比べ有利な条件で当該施設を利用

する権利を有する者が存する施設にあってはその概略を記載することとし、それ以

外の施設にあっては記載を要しないこと。 

６ 「不均一課税に係る構築物」の欄の「① 前年前に取得したもの」の欄には地方

税法施行規則第14条の規定による償却資産申告書の(イ)欄の価額のうち不均一課税

の対象となる構築物の価額を、「② 前年中に減少したもの」の欄には(ロ)欄の価

額のうち不均一課税の対象となる構築物の価額を、「③ 前年中に取得したもの」

の欄には(ハ)欄の価額のうち不均一課税の対象となる構築物の価額をそれぞれ記載

すること。 

７ この届出書には、次の書類を添付すること。 

(１) 当該施設が同意基本構想に係る中核的民間施設であることを証する書類 

(２) 税務官署に提出した当該中核的民間施設に係る「減価償却資産の償却額の計

算に関する明細書」の写し 

(３) 中核的民間施設に係る家屋全体の平面図（不均一課税の対象となる資産を明

示するものであること。） 

(４) 付表 

 

 

（改正前） 

第一号様式（第三条） 

（裏） 

 注 

１ この届出書は、一の中核的民間施設ごとに記載すること。ただし、当該中核的民

間施設が二以上の市町村にまたがる場合には、所在の市町村ごとに記載すること。 

２ 「構成施設の名称」の欄には、多極分散型国土形成促進法施行令第７条に規定す

る施設に該当するもので次の３で規定する取得価額の合計額が１億円を超えるもの

を記載すること。 

３ 「減価償却資産の取得価額の合計額」の欄に記載する不均一課税の対象となる中

核的民間施設を構成する構成施設の用に供する減価償却資産は、法人税法施行令第

13条第１号及び第２号に掲げるものに限ること。 

４ 「対象施設の構成割合」の「対象施設」とは前掲２のすべての施設をいい、家屋

にあっては機械室、廊下、階段その他共用に供されるべき部分の床面積を除いた床

面積を記載し、構築物にあっては法人税法施行令第13条第２号に掲げる減価償却資

産の取得価額の合計額を記載すること。 

５ 「利用の形態」の欄は、会員等一般の利用客に比べ有利な条件で当該施設を利用

する権利を有する者が存する施設にあってはその概略を記載することとし、それ以

外の施設にあっては記載を要しないこと。 

６ 「不均一課税に係る構築物」の欄の「① 前年前に取得したもの」の欄には地方

税法施行規則第14条の規定による償却資産申告書の(イ)欄の価額のうち不均一課税

の対象となる構築物の価額を、「② 前年中に減少したもの」の欄には(ロ)欄の価

額のうち不均一課税の対象となる構築物の価額を、「③ 前年中に取得したもの」

の欄には(ハ)欄の価額のうち不均一課税の対象となる構築物の価額をそれぞれ記載

すること。 

７ この届出書には、次の書類を添付すること。 

(１) 当該施設が同意基本構想に係る中核的民間施設であることを証する書類 

(２) 税務官署に提出した当該中核的民間施設に係る「減価償却資産の償却額の計

算に関する明細書」の写し 

(３) 中核的民間施設に係る家屋全体の平面図（不均一課税の対象となる資産を明

示するものであること。） 

(４) 付表



（改正後） 

第一号様式（第五条） 

 付表 

（表） 

設置した中核的民間施設に係る減価償却資産の取得価額等内訳書 

設置した中核的民間施設 
取得価額 

取  得
年 月 日 

事業の用
に供した
年 月 日 

備     考 
種 類 細 目 

   ・ ・ ・ ・  

   ・ ・ ・ ・  

   ・ ・ ・ ・  

   ・ ・ ・ ・  

 

   ・ ・ ・ ・  

   ・ ・ ・ ・  

   ・ ・ ・ ・  

合     計     

（裏） 

 注 

１ この表は、設置した中核的民間施設の用に供する家屋又は構築物を構成する減価

償却資産（法人税法施行令第13条第１号及び第２号に掲げるものに限る。）につい

て記載すること。 

２ 「設置した中核的民間施設」の欄の「種類」及び「細目」の欄は、減価償却資産

の耐用年数等に関する省令の別表の種類及び細目の欄に掲げる区分に従って記載す

ること。 

 

 

 

 

 

（改正前） 

第一号様式（第三条） 

 付表 

（表） 

設置した中核的民間施設に係る減価償却資産の取得価額等内訳書 

設置した中核的民間施設 
取得価額 

取  得
年 月 日 

事業の用
に供した
年 月 日 

備     考 
種 類 細 目 

   ・ ・ ・ ・  

   ・ ・ ・ ・  

   ・ ・ ・ ・  

   ・ ・ ・ ・  

 

   ・ ・ ・ ・  

   ・ ・ ・ ・  

   ・ ・ ・ ・  

合     計     

（裏） 

 注 

１ この表は、設置した中核的民間施設の用に供する家屋又は構築物を構成する減価

償却資産（法人税法施行令第13条第１号及び第２号に掲げるものに限る。）につい

て記載すること。 

２ 「設置した中核的民間施設」の欄の「種類」及び「細目」の欄は、減価償却資産

の耐用年数等に関する省令の別表の種類及び細目の欄に掲げる区分に従って記載す

ること。 

 

 

 

 

 



（改正後） 

第二号様式（第六条） 

業務核都市県税不均一課税通知書 

第     号   

年  月  日   

          様 

千葉県  県税事務所長        □印    

千葉県業務核都市県税不均一課税条例第  条の規定により、次のとおり不均一課税

したので通知します。 

税 目  課税番号  

課税年度  
不均一課税
による軽減
額 

円  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（改正前） 

第二号様式（第四条） 

業務核都市県税不均一課税通知書 

第     号   

年  月  日   

          様 

千葉県  県税事務所長        □印    

千葉県業務核都市県税不均一課税条例第  条の規定により、次のとおり不均一課税

したので通知します。 

税 目  課税番号  

課税年度  
不均一課税
による軽減
額 

円  

 


